
　マイナンバーカードの休日、出
張申請窓口を開設します。
【出張申請窓口】
日時　10 月 16 日（ 水 ） 午 後 1
時 30 分～午後 4 時 30 分
場所　町公民館ロビー
内容　▼マイナンバーカード申請
補助▼保険証利用登録など
申込み　前日までに予約が必要で
す。窓口または電話にてお申し込
みください。
【交付・申請窓口】
日時　10 月 26 日（ 土 ） 午 前 9
時～午後 2 時
場所　役場住民課
内容　▼マイナンバーカードの交
付および申請補助▼暗証番号ロッ
ク解除、更新手続き▼顔認証マイ
ナンバーカードへの切替手続きなど
申込み　予約は必要ありません。
当日、窓口までお越しください。
備考　平日の昼間や休日窓口での
カードの手続きが困難な人、また
役場での申請手続きやカードの受
け取りが困難な人は、下記までご
相談ください。
申込みおよび問合せ先　役場住民
課　担当　稲田（電話 72-0333）

　この宝くじの収益金は、市町村

の明るいまちづくりや環境対策、
高齢化対策など、地域住民の福祉
向上のために使われます。
【ハロウィンジャンボ宝くじ】
発売期間　9 月 17 日（火）～ 10
月 17 日（木）まで
当せん金および当せん本数　
▼ 1 等 3 億円× 12 本▼前後賞各
1 億円× 24 本（発売総額 360 億
円・12 ユニットの場合）
【ハロウィンジャンボミニ】
発売期間　ハロウィンジャンボと
同時発売
当せん金および当せん本数　
▼ 1 等 3,000 万円× 50 本▼前後
賞各 1,000 万円× 100 本（発売
総額 150 億円・5 ユニットの場合）

　10 月 5 日から、鳥取県最低賃
金が改定されます。鳥取県最低賃
金は、業種や規模および常用・臨
時・アルバイト・パート・嘱託な
どの雇用形態や呼称にかかわら
ず、県内の事業所で働くすべての
労働者に適用されます。
鳥取県最低賃金　1 時間 957 円
問合せ先　鳥取労働局労働基準部
賃金室（電話 0857-29-1705）ま
たは各労働基準監督署

　子どものころから親しみのある
アニメのヒーローやヒロインなど
を通して、時代とともに移り変わ

る男女の在り方やジェンダーにつ
いて考えてみましょう。
日時　11 月 16 日（ 土 ） 午 後 1
時 30 分～午後 3 時 30 分
場所　エースパック未来中心　セ
ミナールーム 1（倉吉市駄経寺町
212-5）
参加費　無料
講師　須川亜紀子さん（横浜国立
大学教授）
内容　「アニメのヒーロー、ヒロ
インからよむジェンダーバイアス
～昭和から令和まで～」
受講形式　①会場受講②オンライ
ン受講
定員　会場受講 50 人（県内在住
優先、先着順）
申込み　申込書を提
出または QR コード
から申込みできます。
問合せ先　鳥取県男女共同参画セ
ンターよりん彩（電話 0858-23-
3901）

　解雇、雇止め、賃金未払い、労
働時間、有給休暇、パワーハラス
メントなど労働問題全般に関する
相談会を開きます。
　弁護士、社労士などが応対します。
日時　10 月 27 日（日）午前 10
時～午後 3 時　※予約制
場所　ふれあいの里（米子市錦町）
申込期限　10 月 22 日（火）午後
5 時まで
問合せ先　労使ネットとっとり（県
労働委員会）電話 0120-77-6010
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　鳥取県司法書士会では、次のと
おり相談会を開きます。お気軽に
ご利用ください。
日時　10 月 16 日（ 水 ） 午 後 2
時～午後 4 時（前日までに要予約）
場所　米子コンベンションセン
ター　第 2 会議室
内容　▼相続▼不動産登記▼会
社・法人登記▼成年後見▼多重債
務など

予約および問合せ先　鳥取県司法
書士会（電話 0857-24-7024）

　老若男女、尿酸値に注意です。
7mg/dl を超える尿酸値の上昇（高
尿酸血症）は痛風だけでなく、生
活習慣病や脳卒中や心臓病のリス
クです。この講座では、尿酸値を
上げない献立を含めた生活改善術
を紹介します。
日時　11 月 16 日（ 土 ） 午 後 1

時～午後 2 時
場所　米子医療センター　くずも
ホール
講師　久留一郎先生（米子医療セ
ンター院長）
演題　男性だけじゃない！女性も
子どもも「高尿酸血症・痛風」に
注意！～低プリン体食材を使った
一日の献立を紹介します～
備考　入場無料、申込不要
問合せ先　米子医療センター地
域 医 療 連 携 室（ 電 話 0859-37-
3930）
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米子医療センター一般公開
講座を開催します
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『無料法律相談会』開催

　1歳以上 65歳未満の方を対象に、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。世帯ごとに「助
成券兼予診票」を同封して案内文を送付しています。接種を希望される方は案内文をよくお読みになり、
接種を受けてください。
●接種期間：令和 6年 10月 1日（火）～令和 7年 1月 31日（金）

●自己負担額

年齢※ 1回目 2回目
1 歳以上 13歳未満 500円 500円
13歳以上 19歳未満 500円
19歳以上 65歳未満 1,000 円

※令和 6年 12月 31日時点 ●接種場所

協力医療機関以外で接種を受ける場合は、接種を受けた後に役場または黒坂支所へ申請してください。
接種費用から自己負担額を除いた額を助成します。
申請期間：令和 6年 10月 1日（火）～令和 7年 2月 14日（金）

　65歳以上の方を対象に、年 1回のインフルエンザ予防接種と新型コロナウイルス感染症予防接種を
実施します。対象の方には個別通知を郵送しています。接種を希望される方は個別通知をよくお読みに
なり、接種を受けてください。
●対象者 ・65歳以上の人（令和 6年 12月 31日までに 65歳の誕生日を迎える人）

・60～ 64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制限され
る程度の障がいを有する人およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほと
んど不可能な程度の障がいを有する人（身体障害者手帳 1級保持者および障がいの程度が 1
級と同等であることを証明できる人）

●接種期間：令和 6年 10月 1日（火）～令和 7年 1月 31日（金）
●接種場所：直接医療機関へご予約ください。接種できる医療機関は、個別通知に同封している「高齢

者のインフルエンザ・新型コロナワクチン予防接種協力医療機関」でご確認ください。
※黒坂診療所でも新型コロナワクチンの接種が可能になりました。（日野病院へ要予約）

【問合せ先】町健康福祉センター（電話72-1852）

令和6年度季節性インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

高齢者インフルエンザ予防接種・新型コロナウイルス感染症予防接種のご案内

直接医療機関へご予約ください。
接種ができる医療機関は、案内に同封して
いる「西部インフルエンザ予防接種助成事
業協力医療機関一覧」でご確認ください。


